
事前相談提出までの流れ
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一斉通知・調査システムにて

全自治体に送信する他、当室の

ホームページからダウンロード

も可能です

ご不明点があれば分権室へ
お気軽にご連絡ください

国の制度や法令による地域住民
や職員自身のお困りごとについ
て心当たりがないか職場で話し
てみるのが提案につながること
もあるかもしれません。

お困りごとへの改善策をご考案くだ
さい。近隣自治体と一緒に考えてみ
たり、上司や同僚に話してみたりす
ることで、改善策のきっかけを掴め
るかもしれません。

改善したい支障と

考案した改善策を

記入してみましょう

①事前相談

根
拠
法
令
等
の
確
認

支障が生じる原因が法令等の
（法令・通知・要綱要領な
ど）のどの部分にあるのかを
明確にすることで、改善策の
道筋が見えてきます

※提案募集方式データベース
をぜひご活用ください
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簡易相談を行うことで、相談内
容の整理に早く取りかかること
ができ、その結果事前相談を早
期に開始できます。

それにより、年度末の異動等に
よる提案作成の停滞を回避でき
るなどのメリットがあります。

０

提案団体向けに実施している提案募集方式に係る研修の一環で、
提案作成の一連の流れを体験できるグループワークの実施が可能
です。ぜひご活用ください！



提案募集方式データベースの案内

○ 当室ホームページにて、提案の検討を支援するためのデータベースを公開中です。

提案の検討に当たりヒントを得たい、担当分野に関連する過去の提案を確認したい等、目的に応じて利用で

きますので、是非積極的に活用ください。

○ 公開ページURL（https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html）

【エクセル版の使い方】
①フィルター機能を使って、年度別、分野別等での検索が可能です。
②提案毎の調整結果（閣議決定における記載内容）の確認が可能です。
③各提案内容をPDFにまとめた「個票」の確認が可能です。
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提案募集方式データベースをフルに活用してみよう

提案募集方式データベースの案内
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まずは、気になるキーワードで検索してみよう…

・過去の提案がヒントになって、提案のアイデアが浮かぶ

過去に同様の提案がなされていたかを確認することで…

・根拠法令を探すヒントが見つかる

・関係府省庁の回答から法令・制度等の関係府省庁側のロジックを類推し、提案内容の充実を図れる

・提案作成の前に、過去に同様の提案がなされていることを把握し無駄な作業を避けることができる



様式に記載すべきことが多くある印象を受けるかと思いますが、
まずは埋められる事項のみ埋めていただき、簡易相談及び事前相談
で当室と調整しながら提案の内容を充実化していきましょう！
その際の支障に関する数値（費用、かかる時間、事務に係る人数

等）はおおよその数値で構いません。

①事前相談様式の記入
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※地方分権改革・提案募集方式ハンドブック（令和8年版）より引用

事前相談様式の記入ポイント



②本提案の提出
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事前相談の受付後、当室において記載内容についての確認や提案の対象性の検討
を行い、提案内容の充実に向けた助言をさせていただきます。当室からの助言を踏
まえて本提案を御提出ください。本提案に関する具体的な作業は次のとおりです。

本提案様式の作成

首長決裁

期限までに提出

・事前相談様式と同時に送信している本提案様式に必要事項を記入。
※本提案様式への記載事項は、すでに事前相談で調整した内容となるためご負担と

なる業務は発生しないことがほとんどです。

・本提案に際しては首長の決裁が必要です。お手数ですが、決裁処理をお願いいたします。

・本提案様式の提出期限が設けられています。首長決裁次第、速やかにご提出ください。
・提出は一斉通知・調査システムにてお願いいたします。

だからこそ事前相談が重要です！


